
）

1 　老人クラブ活動費助成事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後すみやかに組織の意向を尊重し、組織の一元化、再編に向けて調整する。 【調整方針確認日】

2 　敬老会行事助成事業については、合併時に統合する。

3 　老人保護措置事業については、国県が定める法令要綱等に準拠しながら、合併までに調整する。

4 　在宅介護支援センターについては、４つの施設を地域型として新町に引き継ぎ、国県の定める法令要綱等に準拠しながら、新町において再編する。

5 　高齢者福祉給付金等事業については、長寿祝金支給事業として、合併後すみやかに調整する。

6 　生きがい活動支援通所事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、国県の定める法令要綱等に準拠しながら、新町において再編する。

7 　出産祝金等支給事業については、合併時に伊方町の制度に統合する。

8 　はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業については、合併時に統合を図るため、合併までに調整する。

9

　

【伊方町老人クラブ連合会】 【瀬戸町老人クラブ連合会】 【三崎町老人クラブ連合会】

 ・平成１６年４月現在会員数 名 ・平成１６年４月現在会員数 名 ・平成１６年４月現在会員数 名

 ・平成１６年度補助金の額 千円 ・平成１６年度補助金の額 千円 ・平成１６年度補助金の額 千円

 【団体の目的】 【団体の目的】 【団体の目的】  

 ・会員相互の理解と親睦を図る。 ・会員相互の理解と親睦を図る。 ・会員相互の理解と親睦を図る。  

 【活動内容等】 【活動内容等】 【活動内容等】  

 ・スポーツ活動 ・スポーツ活動 ・スポーツ活動  

 ・研修会等の文化活動 ・研修会等の文化活動 ・研修会等の文化活動  

 ・地域の清掃等の奉仕活動 ・地域の清掃等の奉仕活動 ・地域の清掃等の奉仕活動  

 ・郡連、県連の各種活動参加　など ・郡連、県連の各種活動参加　など ・郡連、県連の各種活動参加　など  

【役員】 【役員】 【役員】

・会長１名、副会長２名、監事２名、幹事１名 ・会長１名、副会長２名、監事２名、部長４名 ・会長１名、副会長３名、監事２名、女性部長

 【単位老人クラブ】 【単位老人クラブ】 【単位老人クラブ】  

 ・町内の単位老人クラブ数 クラブ ・町内の単位老人クラブ数 クラブ ・町内の単位老人クラブ数 クラブ  

 ・平成１６年度補助金の額 千円 ・平成１６年度補助金の額 千円 ・平成１６年度補助金の額 千円  

 ※活動実績に応じて事業費補助金を支出    

　    

平成１６年８月１７日

事務事業・制度名

協議項目（番号）

各種福祉事業　

　各種事務事業の取扱いについて （項目 ＮＯ.２２－ ⑫

15

調整の内容

　上記以外の福祉事業のうち、国や県の補助事業等については現行のまま新町に引き継ぎ、法令要綱等に準拠しながら新町において再編する。
　また、町単独事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後すみやかに調整する。

25

2,100

1,906 1,736

老人クラブ活動費助成事業

平成16年5月28日伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会　項目別調整内容 幹事会承認 平成16年5月25日 合併協議会提案

※町連合会から支出※町連合会から支出

　

厚生部会

関 係 項 目

　老人クラブ活動費助成事業については、現行の
まま新町に引き継ぎ、合併後すみやかに組織の意
向を尊重し、組織の一元化、再編に向けて調整す
る。

担当専門部会名等

1,290864

846

-

事務事業名の名称等 具体的な調整方法
伊　　方　　町 瀬　　戸　　町 三　　崎　　町

現　況　や　課　題　等

25

1,280

2,190



）

敬老会行事助成事業 【目的】 【目的】 【目的】

 ・各地区が実施する敬老会行事の費用の一部 ・各地区が実施する敬老会行事の費用の一部 ・各地区が実施する敬老会行事の費用の一部

 を助成するとともに、長寿者等に対して各種祝 を助成するとともに、長寿者等に対して各種祝 を助成するとともに、長寿者等に対して各種祝 ・地区助成金 ６５歳以上１人あた 　１，８００円

 金、記念品等を贈呈する。 金、記念品等を贈呈する。 金、記念品等を贈呈する。 １００歳以上 　５，０００円

 【助成額】 【助成額】 【助成額】  満１００歳  １０，０００円

 ・６５歳以上の高齢者１人あたり、１，８００円 ・７０歳以上の高齢者１人あたり、１，５００円 ・６４歳以上の高齢者１人あたり、１，５００円 白寿 　５，０００円

 【記念品等の対象者】 【記念品等の対象者】 【記念品等の対象者】 米寿 　５，０００円

・最高齢者、満１００歳、白寿、米寿（県） ・金婚夫婦、米寿（県） ・満１００歳以上、９１歳以上、８１歳以上の夫婦 金婚夫婦 　６，０００円

　８０歳以上の長寿者、金婚夫妻、 　 　米寿（県） ・長寿者祝金 ８０～８６歳 　５，０００円

８７歳以上  １０，０００円

 

老人保護措置事業 【目的】 【目的】 【目的】

・身体上又は精神上の障害のため日常生活に ・身体上又は精神上の障害のため日常生活に ・身体上又は精神上の障害のため日常生活に

支障があり、かつ経済的に困窮している高齢 支障があり、かつ経済的に困窮している高齢 支障があり、かつ経済的に困窮している高齢

者を福祉施設に入所させ、保護する事業。 者を福祉施設に入所させ、保護する事業。 者を福祉施設に入所させ、保護する事業。

【措置人員】 【措置人員】 【措置人員】

・平成１６年４月現在 5 名 ・平成１６年４月現在 2 名 ・平成１６年４月現在 4 名

【措置費支出見込額】 【措置費支出見込額】 【措置費支出見込額】

・平成１６年度予算額 千円 ・平成１６年度予算額 千円 ・平成１６年度予算額 千円

（負担割合：国 1/2 ，県 1/4，町 1/4 ） （負担割合：国 1/2 ，県 1/4，町 1/4 ） （負担割合：国 1/2 ，県 1/4，町 1/4 ）

【入所判定委員会】 【入所判定委員会】 【入所判定委員会】

・伊方町入所判定委員会 委員　９名 ・瀬戸町入所判定委員会 委員　７名 ・三崎町入所判定委員会 委員　６名

・委員の任期　　　　　　　　２年　　 ・委員の任期　　　　　　　　２年　　 ・委員の任期　　　　　　　　２年　　

26,586

関 係 項 目

事務事業・制度名

協議項目（番号）

施設

各種福祉事業　

　各種事務事業の取扱いについて ⑫ 　

事務事業名の名称等

・各種祝品

平成16年5月28日伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会　項目別調整内容 小委員会提案 平成16年5月25日 合併協議会提案

担当専門部会名等

（項目 ＮＯ.２２－

厚生部会

具体的な調整方法
伊　　方　　町 瀬　　戸　　町 三　　崎　　町

現　況　や　課　題　等

（入所判定委員会については、合併後再編す
る。）

　敬老会行事助成事業については、合併時に統合
する。

11

　老人保護措置事業については、国県が定める法
令要綱等に準拠しながら、合併までに調整する。

11,340

施設 3 施設 11

26,260



）

① 【名称】伊方町在宅介護支援センター ① 【名称】瀬戸町在宅介護支援センター ① 【名称】三崎町在宅介護支援センター

（地域型在宅介護支援センター） （地域型在宅介護支援センター） （基幹型在宅介護支援センター）

【所在地】伊方町湊浦字古川８６１番地１ 【所在地】瀬戸町三机乙１０８７番地１ 【所在地】三崎町三崎　1700番地の１６ ・運営については、委託方式で統一する。

【設置主体】伊方町 【設置主体】瀬戸町 【設置主体】三崎町

【運営】（福）伊方町社会福祉協会へ委託 【運営】（福）瀬戸町社会福祉協議会へ委託 【運営】 三崎町（直営）

② 【名称】在宅介護支援センター瀬戸あいじゅ

（地域型在宅介護支援センター） 　　　

【所 在 地】瀬戸町川之浜５９４番地

【設置主体】（福）愛寿会

【運営】（福）愛寿会

【名称】長寿祝金 【名称】福祉給付金 【名称】福祉給付金

【目的】 高齢者に祝金を支給することにより 【目的】 高齢者に給付金を支給することによ 【目的】 高齢者に給付金を支給することによ

福祉の増進を図る。 り福祉の増進を図る。 り福祉の増進を図る。 （内容）　８０歳～８６歳 　５，０００円

【支給内容】 【支給内容】 【支給内容】 　　　　　８７歳以上  １０，０００円

・満年齢８０歳以上の者 円 ・満年齢８０歳以上８６歳以下 円 ・満年齢８０歳以上の者 円

【支給方法】 ・現金にて支給 ・満年齢８７歳以上の者 円 【支給方法】 ・現金にて支給

　 【支給方法】 ・瀬戸町商品券にて支給 　

【事業の目的】 【事業の目的】 【事業の目的】

・利用料は、介護保険の単価をもとに調整する。

【実施施設】 町デイサービスセンター(２施設）【実施施設】 町デイサービスセンター 【実施施設】 町デイサービスセンター

【事業費支出見込額】 【事業費支出見込額】 【事業費支出見込額】

・平成１６年度予算額 千円 ・平成１６年度予算額 千円 ・平成１６年度予算額 0 千円

（負担割合：国 1/2 ，県 1/4，町 1/4 ） （負担割合：国 1/2 ，県 1/4，町 1/4 ） （負担割合：国 1/2 ，県 1/4，町 1/4 ）

【利用料】 ・１日あたり　　８００円 【利用料】 ・１日あたり　　９９０円 【利用料】 ・１日あたり　　１，１００円

3,186

　生きがい活動支援通所事業については、現行のと
おり新町に引き継ぎ、国県の定める法令要綱等に準
拠しながら、新町において再編する。

生きがい活動支援通所
事業 ・介護の対象とならない閉じこもりや要介護

状態になるおそれのある在宅高齢者に対し、
デイサービス事業を通じて自立生活の助長、
社会的孤立感の解消及び介護予防を図る。

・介護の対象とならない閉じこもりや要介護
状態になるおそれのある在宅高齢者に対し、
デイサービス事業を通じて自立生活の助長、
社会的孤立感の解消及び介護予防を図る。

・介護の対象とならない閉じこもりや要介護
状態になるおそれのある在宅高齢者に対し、
デイサービス事業を通じて自立生活の助長、
社会的孤立感の解消及び介護予防を図る。

3,200

関 係 項 目

事務事業・制度名 担当専門部会名等

（項目 ＮＯ.２２－ ⑫

厚生部会各種福祉事業　

協議項目（番号）

平成16年5月28日伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会　項目別調整内容 小委員会提案 平成16年5月25日 合併協議会提案

　各種事務事業の取扱いについて 　

現　況　や　課　題　等
事務事業名の名称等 具体的な調整方法

伊　　方　　町 瀬　　戸　　町 三　　崎　　町

10,000

5,000

　高齢者福祉給付金等事業については、長寿祝金支
給事業として、合併後すみやかに調整する。

在宅介護支援センター
運営事業

高齢者福祉給付金等支
給事業

8,000 5,000

　在宅介護支援センターについては、４つの施設を
地域型として新町に引き継ぎ、国県の定める法令要
綱等に準拠しながら、新町において再編する。

・新町において基幹型支線センターを設置する必要
があるが、当面は担当課に係を設置して調整、指導
等を行い、地域の実情等を考慮したうえで基幹型支
援センターの整備方針を策定するものとする。



）

出産祝金等支給事業 【名称】 【名称】 制度なし

・伊方町出産祝金等支給事業 ・瀬戸町子育て奨励金支給事業

【目的】 【目的】

【支給対象者】 【支給対象者】

　

【支給額】 【支給額】

・出生時 ・出生時

・誕生日 満６歳までの毎誕生日に ・毎月 義務教育就学前の養育期間中

１００，０００円

・義務教育修学就学時に １００，０００円

　 　 　 　

【目的】 【目的】

【支給対象者】 【支給対象者】 ・対象者 町内に居住し、住民登録されている

・町内に居住する満６５歳以上の者 ・町内に居住する満４０歳以上の者 満４０歳以上の者

【助成内容】 【助成内容】 ・助成内容 　

（金額） ４０歳～６４歳　１回につき　　８００円

　 ６５歳以上　　１回につき　１，５００円

【費用】 【費用】

・平成１６年度予算額 千円 ・平成１６年度予算額 千円

　    

ただし、児童手当支給期間中は支給しない。

事務事業・制度名

１０，０００円／月

・施術に要した費用の２分の１相当額を限度
として助成するものとするが、一人につき１
日１回、１ヶ月に３回を限度として助成す
る。

はり、きゅう、マッ
サージ施術費助成事
業 ・住民の健康保持増進と、福祉の向上を図る

ことを目的に、はり、きゅう又はマッサージ
施術費用を助成する。

担当専門部会名等

（項目 ＮＯ.２２－ ⑫

出産祝金として　３００，０００円

・住民登録されてから１年以上伊方町に居住
し、永住を前提として年以上の居住を確約す
る者であって、第３子以降の児童を養育して
いる者

・１年以上瀬戸町に居住し、継続して町内に
居住することが見込まれる者であって、第３
子以降の児童を養育している者

関 係 項 目

一時金として　２００，０００円

厚生部会各種福祉事業　

協議項目（番号）

平成16年5月28日伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会　項目別調整内容 幹事会承認 平成16年5月25日 合併協議会提案

　各種事務事業の取扱いについて 　

　出産祝金等支給事業については、合併時に伊方
町の制度に統合する。

※経過措置として、瀬戸町及び三崎町に居住する
者で平成１３年４月１日から新町発足までの間に
第３子を出産し養育している者は、誕生日祝金及
び就学祝金の支給対象とする。

事務事業名の名称等 具体的な調整方法
伊　　方　　町 瀬　　戸　　町 三　　崎　　町

現　況　や　課　題　等

・少子化対策及び定住人口の促進を図り、児
童を養育する家庭の経済的安定に寄与すると
共に、児童の健全な育成及び資質の向上に資
することを目的として出産祝い金等を支給す
る。

・少子化対策として、児童を養育する家庭の
経済的安定に寄与すると共に、児童の健全な
育成及び資質の向上に資することを目的とし
て子育て奨励金を支給する。

　はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業につ
いては、合併時に統合を図るため、合併までに調
整する。

（回数） 年間　２４回まで

3,000

・住民の健康保持増進と、福祉の向上を図る
ことを目的に、はり、きゅう又はマッサージ
施術費用を助成する。

・施術１回につき８００円、一人につき年間
１２回を限度として助成する。（施術所で、
利用券を提示して料金の割引を受ける。）

720


